会計年度任用職員（看護師）のあらまし

令和７年11月18日現在

１　任用期間　　　採用の日から同日の属する会計年度の末日まで
（ただし、任用期間満了時における業務の必要性や予算の状況、勤務成績・服務状況等を総合的に判断し、通算して５年を上限として再度の任用をする場合があります。）
 任用の日から１月の間は条件付採用期間となります。
２　勤務場所　　　医療的ケア児が在籍する浜松市立小・中学校
（本人の通勤可能範囲と業務の必要性を踏まえ決定）
　　　　　　　　
３　報 酬 等　　　報酬月額　１７２，０００円／標準月額（5年目に昇給あり）

※任用選考試験に改めて合格し、６年目以降も継続する場合、５年目の報酬月額が支払われます。
※報酬額は改訂される場合があります。

　　　　　　　　　通勤経費　交通機関利用の場合：実費を支給
　　　　　　　　　　　　　　交通用具利用の場合：通勤距離に応じた額を支給

　　　　　　　　　そ の 他　期末手当勤勉手当を支給
４　勤務時間　　　４週間を平均して１週間当たり３０時間
（週５日勤務、１日６時間を原則とする。）

　　　　　　　　
５　休　　暇　　　年次休暇

	勤続年数
	１年目
	２年目
	３年目
	４年目
	５年目

	付与日数
	１０日
	１１日
	１２日
	１４日
	１６日


※ 日数は、１日を７.５時間に換算（１０日＝７５時間）
※ 前年に付与された年次休暇の残日数は、1年間に限り繰り越せます。

年始・年末の休暇　１月１日～３日及び１２月２９日～３１日

その他に特別休暇（夏季３日など）があります
６　社会保険等　 　健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入します。
７　そ の 他　 　会計年度任用職員は、「地方公務員法」に基づき任用される一般職の地方公務員です。
　地方公務員法に規定される服務に関する規定（服務の宣誓、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限）が適用されるほか、地方公務員法に規定される懲戒の規定に該当する場合は、法に基づく処分の対象となります。
　営利企業に従事する場合には、適正な職務遂行を確保する観点から従事する業務内容や時間等について事前に確認するため「営利企業従事届出書」を提出していただきます。
